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１ 介護保険給付対象サービス 

（1）利用料金 

介護度 サービス単位 

要介護１ 603 単位 

要介護２ 672 単位 

要介護３ 745 単位 

要介護４ 815 単位 

要介護５ 884 単位 

（2）加算料金 

短期入所生活介護に関係する加算になります。体制が整っている、又は、対応

した加算のみが算定されます。 

① 生活機能向上連携加算（該当者のみ） 

・生活機能向上連携加算（Ⅰ）：100 単位/月（３月に１回を限度） 

・生活機能向上連携加算（Ⅱ）：200 単位/月  

外部の理学療法士等が事業所内の機能訓練指導員等と共同してアセスメント

を行い個別機能訓練計画を作成し適切に機能訓練を提供した場合。 

② 機能訓練体制加算 

12 単位／日 

機能訓練業務に従事する常勤の指導員が配置されている場合。 

③ 個別機能訓練加算（該当者のみ） 

56 単位／日 

専従の機能訓練指導員が居宅を訪問した上で作成した個別機能訓練計画に基

づき、共同して機能訓練を適切に提供している場合。 

④ 看護体制加算 

特養とは別に看護職員の体制を一定以上整えている場合。（Ⅰ）のみ、又は（Ⅰ）

及び（Ⅱ）。（Ⅲ）のみ、又は（Ⅲ）及び（Ⅳ）を加算する。また、空床利用の

場合は、特養の体制に応じた加算となる。 

・看護体制加算（Ⅰ）：4単位／日 常勤の看護師を 1 名以上配置している場合。 

・看護体制加算（Ⅱ）：8 単位／日 常勤の看護職員を 1 名以上配置しており、

24 時間の連絡体制を確保している場合。  



・看護体制加算（Ⅲ）：12 単位／日 前年度又は算定月が属する月の前 3 月間

の利用者の総数のうち、要介護 3 以上の占める割合が 70%以上の場合。 

・看護体制加算（Ⅳ）：23 単位／日 看護体制加算（Ⅱ）及び（Ⅲ）に該当する

場合。 

⑤ 医療連携強化加算（該当者のみ） 

58 単位／日 

看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定しており、主治医及び協力医療機関と

あらかじめ連携し、急変時の医療提供の方針について利用者から合意を得てい

る場合。この場合の利用者とは、定められた状態に限る。 

⑥ 夜勤職員配置加算 

・夜勤職員配置加算（Ⅰ）：13 単位／日 夜勤帯（17:00～9:00）に介護職員

及び看護職員を平均して3人以上（見守り機器を一定数設置している場合は0.1

人分とする）配置している場合。 

・夜勤職員配置加算（Ⅲ）：15 単位／日 上記（Ⅰ）に加え、夜勤帯を通じて医

療行為（喀痰吸引等）の実施ができる介護職員を配置している場合。 

➆ 認知症・心理症状緊急対応加算（該当者のみ） 

200 単位／日 

認知症行動・心理症状（妄想や幻覚など）が認められ、在宅生活が困難であ

ると医師に判断された方を即日又は翌日より受け入れた場合。加算は原則 7 日

間が上限となる。 

⑧ 若年性認知症利用者受入加算（該当者のみ） 

120 単位／日 

若年性認知症の利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に利用者の

ニーズに応じたサービスの提供を行った場合。 

⑨ 送迎加算（該当者のみ） 

184 単位／回 

ご自宅から又はご自宅へ、利用者の心身の状況等に応じて原則個別に送迎し

た場合。 

⑩ 緊急短期入所受入加算（該当者のみ） 

90 単位／日 

利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急性を認め、居宅サ

ービス計画の計画外で受入れた場合。加算は原則 7 日間（やむを得ない事情が

ある場合は 14 日間）が上限となる。 

⑪ 長期利用者に対する減算（該当者のみ） 

30 単位／日 

連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合。 

⑫ 療養食加算（該当者のみ） 



8 単位／回（1 日につき 3 回を限度） 

医師の発行する食事せんに基づいて管理栄養士が療養食の献立表を作成し、

糖尿病食、腎臓病食肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く）、貧血食、膵臓病食、

高脂血症食、痛風食及び特別な検査食を提供した場合。 

⑬ 在宅中重度者受入加算 

（該当者のみ） 

居宅において訪問看護の提供を受けている方を、訪問看護の看護職員と連携

して受け入れた場合。 

・在宅中重度者受入加算（Ⅰ）：421 単位／日 

看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定している。 

・在宅中重度者受入加算（Ⅱ）：417 単位／日 

看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定している。 

・在宅中重度者受入加算（Ⅲ）：413 単位／日 

看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）若しくは看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）をい

づれも算定している。 

・在宅中重度者受入加算（Ⅳ）：425 単位／日 

看護体制加算を算定していない。 

  ⑭ 看取り連携体制加算（該当者のみ） 

   64 単位/日 

   ・看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族に対

して当該対応方針の内容を説明し同意を得ている。 

   ・看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イ若しくはロを算定している。 

   ・看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所

生活介護事業よの看護職員により、又は病院、診療所、訪問看護ステーション

若しくは本体施設の看護職員との連携により、24 時間連絡できる体制を確保し

ている。上記のいずれかに該当している場合、死亡日及び死亡日以前 30 日以

下について 7 日を限度とする。 

  ⑮ 認知症専門ケア加算 

   ・認知症専門ケア加算（Ⅰ）：3 単位／日 認知症介護に係る専門的な研修を終

了した者が一定数以上配置されている場合。 

・認知症専門ケア加算（Ⅱ）：4 単位／日 認知症介護の指導に係る専門的な研

修を終了した者を 1 名以上配置されている場合。 

  ⑯ 口腔連携強化加算（該当者のみ） 

   50 単位/回 

    事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の

同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提

供した場合。 



⑰ サービス提供体制強化加算 

職員の体制が一定以上整っている場合、いずれかの加算を算定する。 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）：22 単位／日 

介護福祉士の割合が介護職員の総数に対し 80％以上配置されている場合。 

勤続年数 10年以上の介護福祉士が 35％以上配置されている場合。 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）：18 単位／日 

介護福祉士の割合が介護職員の総数に対し 60％以上配置されている場合。 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）：6 単位／日 

  介護福祉士の割合が介護職員の総数に対し 50％以上配置されている場合。 

常勤職員の割合が介護職員及び看護職員の総数に対し 75％以上配置されて

いる場合。 

7年以上の勤続年数がある職員の割合が介護職員の総数に対し30％以上配置

されている場合。 

⑱ 介護職員等処遇改善加算 

  介護職員の処遇計画を策定する等のキャリアパス、月額賃金の改善、職場環

境改善等の要件を満たしている場合 

 ・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）：1 ヶ月の合計単位数×14.0％ 

 ・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）：1 ヶ月の合計単位数×13.6％ 

 ・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）：1 ヶ月の合計単位数×11.3％ 

 ・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）：1 ヶ月の合計単位数×9.0％ 

 

（3）地域区分 

1 単位の単価は、物価などに応じて区分された地域によって異なり、5 級地の

栄町では利用料金及び加算料金に対して規定の割合（0.055）で上乗せされます。 

 

2 介護保険給付対象外のサービス 

（1）食事の提供に要する費用（単位：円） 

・利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。 

朝食 昼食（おやつ含む） 夕食 

350 800 400 

・介護保険負担額限度額認定証の発行を受けている方につきましては、その認定証

に記載された食費の金額（1 日当たり）のご負担となります。ただし、認定証に

記載された食費の金額を超えない場合は、その金額のみのご負担となります。 

通常 

（第４段階） 
第１段階 第２段階 第 3 段階① 第３段階② 

1,550 300 600 1,000 1,300 

・経管栄養者  ・・・  水分補給代    180 円／日 



               プロテイン剤   130 円／日 

               嚥下訓練食     60 円／食 

 

 

（2）滞在に要する費用（光熱水費及び室料、単位：円／日） 

・この施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、光熱水費及び室料（建物設備

等の減価償却費等）相当額をご負担して頂きます。 

・介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載

された滞在費の金額（１日当たり）のご負担となります。 

 
通常 

（第４段階） 
第１段階 第２段階 第 3 段階 

多床室 915 0 430 430 

従来型個室 1,231 380 480 880 

（3）特別な食事の提供に要する費用 

・出前食や行事食等をご希望される場合は、実費相当分をご負担して頂きます。 

（4）理美容サービス 

・原則、外部のサービスを利用して頂き、利用の際は実費相当分をご負担して頂き

ます。 

（5）事業者が特別に定める教養娯楽設備等の提供あるいはレクリエーション行事 

・ご参加頂いたクラブ活動や行事等の内容により、原材料費をご負担して頂きます。 

（6）事業者が提供する以外の物品あるいは食品等 

・買物サービスをご希望される場合は、実費相当分をご負担して頂きます。 

 

3 キャンセル料 

・利用者が自己都合により、利用を中止する場合は、次のキャンセル料を徴収させ

て頂きます。ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りではありません。 

     1,550 円（食費相当分） 

・利用中止の申し出は、サービス利用予定日の前日午後５時までとします。 


